
徳
川
中
期
名
古
屋
に
お
け
る
商
業
の
展
開
に
つ
い
て

は

じ

め

に

近
世
に
は
い
る
と
、
兵
農
分
離
や
身
分
統
制
令
の
施
行
に
よ
り
、

武
士
身
分
は

一
定
の
人
々
に
限
定

。
固
定
化
さ
れ
城
下
町
に
集
住
せ

し
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
か
れ
ら
の
日
常
的

・
軍
事
的
需
要
に
応
ず

る
た
め
に
多
数
の
商
工
業
者
の
城
下
町
へ
の
集
中
が
は
か
ら
れ
た
こ

と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
近
世
社
会
に
は
、
都
市
と

農
村
の
空
間
的
分
離
と
身
分
的
分
離
が
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
構
造
化
さ

れ
る
と
い
う
特
徴
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
都
市
の
勃
興
と
い
う

点
で
も
、
徳
川
期
は
注
目
す
べ
き
時
代
で
あ

っ
た
。
し
か
も
、
近
世

社
会
は
、
石
高
制
に
も
と
づ
く
米
納
年
貢
制
を
と
っ
て
お
り
、
米
の

商
品
化
を
構
造
的
に
予
定
し
た
社
会
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
都
市
を

天

野

雅

敏

中
心
に
し
て

一
定
の
市
場
経
済
の
進
展
が
み
ら
れ
た
社
会
で
も
あ

っ

た
。
大
坂

。
京
都

・
江
戸
の
三
都
と
諸
藩
の
城
下
町
を
中
心
に
し

て
、
全
国
的
商
品
流
通
が
形
成
さ
れ
、
大
量
の
商
品
が
売
買
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
、
そ
う
し
た
諸
商
品
を
専
門
的
に
取
り
扱
う
商
業
経
営

の
発
展
が
み
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
こ
と
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
尾
張
藩
の

城
下
町
名
古
屋
を
対
象
に
し
て
、
そ
こ
に
お
け
る
商
業
の
展
開
に
つ

い
て
若
干
の
検
討
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず
名
古
屋
城
下
の

形
成
と
名
古
屋
商
人
の
成
立
に
つ
い
て
概
観
し
、
城
下
町
の
住
民
構

成
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
、
中
央
都
市
商
人
の
名
古
屋

進
出
と
名
古
屋
商
人
の
そ
れ
へ
の
対
応
を
分
析
し
、
徳
川
中
期
の
名

古
屋
の
商
業
の
展
開
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
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し

よ

う

。
一
　

名
古

屋
城
下

の
形
成

と
名
古

屋
商
人

徳
川
家
康
の
四
男
松
平
忠
吉
が
慶
長
五

（
一
六
〇
〇
）
年
清
洲
に

封
ぜ
ら
れ
る
が
、
彼
は
ま
も
な
く
病
没
し
、
慶
長
十
二

（
三
ハ
○

七
）
年
に
は
の
ち
の
義
直
が
清
洲
城
主
と
な

っ
た
。
清
洲
に
封
ぜ
ら

れ
た
義
直
は
、
ま
だ
七
歳
の
幼
児
で
あ
り
、
家
康
と
と
も
に
な
お
し

ば
ら
く
駿
府
に
あ

っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
尾
張
の
国
政
は
家
康
と
そ

の
直
臣
の
手
に
あ
り
、
家
康
の
裁
決
に
よ
り
清
洲
か
ら
名
古
屋

へ
国

政
の
中
心
が
移
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
木
曽
川
の
洪
水
に
お
か
さ
れ
る

こ
と
も
あ

っ
た
清
洲
に
か
わ
っ
て
、
名
古
屋
の
築
城
が
計
画
さ
れ
、

慶
長
十
五

（
一
六

一
〇
）
年
に
工
事
に
と
り
か
か
り
、
ほ
ど
な
く
竣

工
し
た
。
名
古
屋
城
の
落
成
を
契
機
に
し
て
、
清
洲
か
ら
名
古
屋
ヘ

の
諸
士
町
人
な
ど
の
移
住
が
進
み
、
清
洲
の
神
社

・
仏
閣
の
移
転
も

み
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
、
名
古
屋
は
、
近
世
都
市
と
し
て
の
相
貌
を

整
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
城
の
南
面
に
ひ
ろ
が
る
名
古
屋
村
に
商

人

・
職
人
が
来
住
し
、
市
街
が
形
成
さ
れ
た
。
南
北
を
縦
、
東
西
を

横
と
し
、
本
町
通
を
も
っ
て
南
北

の
幹
線
と
し
、
そ
れ
以
西
を

「西
ヶ
輪
」
、
以
東
を

「東
ヶ
輪
」
と
称
し
た
。
そ
し
て
、
慶
長
十
七

（
三
全

二
）
年
に
は
検
地
町
割
が
な
さ
れ
、
慶
長
末
年
か
ら
元
和

年
間

（
三
全

五
～
二
一こ

に
か
け
て
城
郭
と
城
下
町
の
体
裁
が

整

っ
た
の
で
あ
る
。

名
古
屋
商
人
の
成
立
事
情
を
究
明
し
た
林
董

一
の
研
究
に
よ
る

と
、
「寛
延
旧
家
集
」
に
所
収
さ
れ
た

一
一
五
家
の
旧
家
の
う
ち
、

清
洲
越
は
九
七
家
で
あ
り
、
駿
河
越
は
九
家
、
そ
の
他
五
家
、
不
明

三
家
、
名
古
屋
村
以
来
の
も
の
一
家
と
な
っ
て
お
り
、
時
期
的
に
み

る
と
、
慶
長
年
間

（
一
五
九
六
～

一
六

一
四
）
に
来
住
し
た
も
の
が

六

一
家
で
あ
り
、
寛
永
年
間

（
王
全
一四
～
四
一こ

〓
一家
、
元
和
年

間

（
三
全

五
～
壬
こ

一
一家
、
正
保

（
王
ハ
四
四
～
四
七
Ｙ

万
治

２

六
五
八
～
六
〇
）
。
寛
文

（
王
ハ
六

一
～
七
こ

年
間
各

一
家
、

不
明
四
六
家
と
な
っ
て
い
た
。
「尾
張
絢
行
記
」
の

「那
古
野
府
城

志
」
町
人
由
緒
の
個
条
に
基
づ
く
観
察
で
も
、
ほ
ぼ
同
様
の
傾
向
が

み
と
め
ら
れ
る
と
い
う
。
「尾
張
御
行
記
」
に
所
収
さ
れ
た

一
八

一

家
の
中
で
、
清
洲
越
は

一
二
〇
家
を
数
え
、
駿
河
越
は

一
二
家
、
そ

の
他
二
九
家
、
不
明

一
八
家
、
名
古
屋
村
以
来
の
も
の
二
家
と
な

っ

て
お
り
、
時
期
的
に
い
う
と
、
慶
長
年
間
に
来
住
し
た
も
の
が

一
〇

五
家
で
あ
り
、
寛
永
年
間
七
家
、
元
和
年
間
四
家
、
寛
文
年
間

・
享

保
年
間

（
一
七

王
ハ
～
二
五
）
各
三
家
、
元
禄
年
間

（
三
ハ
八
八
～

一

七
〇
三
Ｙ

宝
永
年
間

（
一
七
〇
四
～

一
〇
）
各
二
家
、
正
保
年
間

・

慶
安
年
間

貧

六
四
八
～
五

こ

・
天
和
年
間

（
三
ハ
八
一
～
八
一こ

・



表 1 17世紀後半名古屋の町方人口

年

町方人口 本町以西 七間町以東

男 女 計 男 女 計 男 女 計

承応 3(1654)

万治 2(1659)

寛文 4(1664)

9(1669)

延宝 2(1674)

元禄 5(1692)

27,741
(50 5)

27,951
(50 7)

28,515
610

28,880
(517)

29,661
(52 4)

27,191
(49 5)

27,176
(493)

26,483
(482)

26,969
(48 3)

26,975
(47 6)

54,932
(100 0)

55,127
(100 0)

54,998
(100 0)

55,849
(100 0)

56,636
(100 0)

63,734

15,103
(27 5)

15,451
(280)

15,554
(283)

14,641
(26 6)

14,670
(266)

14,215
(258)

29,744
(54.1)

30,121
(546)

29,769

(541)

12,638
(230)

12,500
(22 7)

12,961
(236)

12,550
(22 9)

じを

'9,
12,268
(22 3)

25,188
(459)

25,006
(454)

25,229
(45 9)

備考 :実数は人数であり、( )の数値は構成比 (%)。

注 :『新修名古屋市史 第二巻』 (名 古屋市、1999年 )578ページより引用。なお、『名古屋市史

政治編第二』 (名古屋市役所、1929年 )を も参照。

延
宝
年
間

（
王
ハ
七
三
～
八
〇
）
各

一
家
、
そ
の
他

一
家
、
不
明
五

〇
家
と
な
っ
て
い
た
。
「名
古
屋
商
人
は
、
主
と
し
て
、
慶
長
中
期

か
ら
後
期
に
か
け
て
、
清
洲
越
の
も
の
を
中
心
に
形
成
さ
れ
、
そ
し

て
そ
の
中
に
は
、
か
な
り
の
武
家
出
身
者
を
も
ふ
く
ん
で
い
た
」
と

し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

「寛
延
旧
家
集
」
に
所
収
さ
れ
た
城
下
の
町
人
の
職
種
は
五
〇
以

上
の
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
質
商
が

一
〇
家
を
数
え
、
酒
商
は
九

家
、
鋳
物
師
お
よ
び
鍋
職
人
六
家
、
鍛
冶
職

。
紺
屋
各
五
家
、
小
間

物
商

・
油
商

・
薬
種
商

・
味
噌
商
が
各
四
～
三
家
、
両
替
商

。
米
商

。

塩
商

・
菓
子
商

。
紙
商

・
筆
師

・
傘
商

・
戸
商

・
古
道
具
商

。
木
挽

商

。
大
工

・
畳
屋

・
信
濃
問
屋
が
各
二
家
と
な
っ
て
い
た
。

十
七
世
紀
後
半
に
は
い
る
と
町
方
人
口
が
判
明
す
る
の
で
、
そ
れ

を
表
１
に
掲
げ
た
。
同
表
に
よ
る
と
、
十
七
世
紀
中
葉
の
名
古
屋
の

町
方
人
口
は
五
万
五
〇
〇
〇
人
を
前
後
す
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
全
国

的
に
み
て
も
す
で
に
有
数
の
都
市
で
あ

っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
町
方

人
口
の
ほ
ぼ
五
四
％
の
約
二
万
人
が
名
古
屋
城
下
の
本
町
以
西
に
分

布
し
て
お
り
、
七
間
町
以
東
に
は
四
六
％
、
約
二
万
五
〇
〇
〇
人
が

分
布
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
町
方
人
口
の
男
女
別
構
成
を
み
る
と
、

十
七
世
紀
後
期
に
は
男
子
の
人
口
が
増
加
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
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一
一　

名
古
屋
城
下

の
住
民
構
成

十
七
世
紀
末
か
ら
十
八
世
紀
初
め
の
城
下
の
二
、
三
の
町
に
つ
い

て
は
、
住
民
構
成
な
ど
を
具
体
的
に
知
り
う
る
の
で
、
そ
れ
を
つ
ぎ

に
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
慶
長
十

（
三
ハ
〇
五
）
年
清
洲
か
ら
移
転

し
、
本
町
通
に
あ

っ
て
本
町
三
丁
目
と
称
し
て
い
た
の
を
貞
享
三

宝

六
八
工Ｃ

年
十
月
改
名
し
て
な
っ
た
福
井
町
に
関
し
て
は
、
正

徳
三

（
一
七

一
一こ

年

の

「家
並
御
改
帳
」
が
の
こ
さ
れ
て
い
る

し
、
堀
川
の
堀
留
あ
た
り
に
あ
っ
た
の
を

「信
濃
屋
横
町
よ
り
江
川

町
通
ま
で
の
間
」
に
移
し
た
蛯
屋
町
に
つ
い
て
は
、
元
禄
九

（
一
六

九
一Ｃ

年
の

「男
女
人
数
御
改
帳
」
が
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
の
史
料

は
同
じ
性
格
の
も
の
と
は
言
い
が
た
い
が
、
十
七
世
紀
末
か
ら
十
八

世
紀
初
め
の
城
下
の
住
民
構
成
を
み
る
に
は
有
用
な
も
の
と
思
わ
れ

る
。
そ
こ
で
、
そ
れ
ら
を
試
み
に
整
理
し
て
み
た
の
が
表
２
と
表
３

１
１
、
表
３
１
２
、
表
３
１
３
で
あ
る
。

ま
ず
表
２
か
ら
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
同
表
に
よ
れ
ば
、
十
八
世

紀
初
期
の
福
井
町
に
は
、
古
手
屋
が
十
二
軒
あ

っ
た
の
で
あ
り
、
紙

屋
が
三
軒
、
味
暗
屋
が

一
軒
、
小
刀
屋
が

一
軒
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
期
の
福
井
町
に
は
、
古
手
屋
を
中
心
と
す
る

同
業
者
の
集
住
が
み
て
と
れ
る
と
い
っ
て
よ
く
、
古
手
の
重
要
性
が

う
か
が
え
る
。
古
手
屋
の
家
屋
の
規
模
は
、
多
く
は
、
間
口
三
間

～
四
間
、
奥
行
十
五
間
～
二
十
間
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
ま
た

同
町
で
最
大
の
家
屋
数
を
有
し
て
い
た
の
は
、
味
噌
屋
の
九
助
で
あ

り
、
そ
の
家
屋
所
有
状
況
か
ら
み
て
営
業
規
模
の
大
き
さ
を
類
推
し

う
ス
ν。

つ
ぎ
に
堀
川
以
西
に
位
置
し
て
い
た
蛯
屋
町
の
住
民
構
成
を
み
る

こ
と
に
し
よ
う
。
表
３
１
１
、
表
３
１
２
、
表
３
１
３
に
よ
る
と
、

史
料
の
性
格
か
ら
所
有
家
屋
の
状
況
に
つ
い
て
は
知
り
う
る
と
こ
ろ

は
な
い
が
、
家
持
層
と
借
屋
層
の
住
民
構
成
や
職
種
に
つ
い
て
は
多

く
の
こ
と
を
知
り
う
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
十
七
世
紀
末
の

蛯
屋
町
の
家
持
町
人
の
存
在
形
態
と
借
屋
層
の
そ
れ
に
は
明
白
な
相

違
が
あ

っ
た
。
表
３
１
１
を
み
る
と
、
元
禄
九

（
王
ハ
九
工Ｃ

年
の

蛯
屋
町
の
総
戸
数
は
七
〇
戸
、
奉
公
人
を
含
む
人
口
は
三
九
二
人
を

数
え
て
お
り
、
総
戸
数
の
四

一
・四
％
が
家
持
町
人
で
あ
り
、
五
八
・

六
％
が
借
屋
層
か
ら
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
家
族

・
奉
公
人
を
含
む

人
数
と
い
う
点
か
ら
い
う
と
、
家
持
町
人
の
世
帯
に
六
〇

・
四
％
の

人
口
が
集
中
し
て
お
り
、
借
屋
層
の
そ
れ
に
は
二
九

・
六
％
が
分
布

し
て
い
た
。
こ
う
し
た
差
異
は
、
家
持
町
人
と
借
屋
層
の
召
抱
奉
公

人
人
数
の
相
違
に
よ
っ
て
主
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
蛯
屋
町
に
は
当
時

一
二
二
人
の
奉
公
人
が
存
在
し
た
が
、
そ



表 2 福井町の住民構成と家屋 :正徳 3(1712)年

業種 名前 家屋の規模

古 手 屋

屋紙

味 噌 屋

屋

明

刀小

不

四郎右衛門

庄 右 衛 門

藤   蔵

伝 兵 衛

孫  八  郎

仁 右 衛 門

孫 左 衛 門

彦 兵 衛

市 兵 衛

太 郎 兵 衛

権 四 郎

四 郎 兵 衛

与 兵 衛

庄 右 衛 門

九 郎 兵 衛

久   助

藤 左 衛 門

任   誓

間口 4間半・奥行20間 、間口 3間・奥行20間

間口 3間半 。奥行20間 、間口 3間・奥行15間

間口 3間・奥行21間、間口 3間・奥行21間

間口 4間 1尺 。奥行20間

間口 4間・奥行20間

間口 3間 4尺 。奥行15間

間口 3間・奥行20間

間口 3間・奥行20間

間口 3間 。奥行15間

間口 3間・奥行15間

間口 3間 。奥行15間

間口 3間 。奥行15間

間口 3間半・奥行15間

間口 3間 。奥行15間

間口 3間 。奥行15間

間口 4間半・奥行20間 、間口 4間 1尺 6寸・奥行20間、

間口 4間 1尺・奥行20間 、間口 3間 。奥行20間、間口

3間 。奥行20間

間口 3間・奥行20間 、間口 3間・奥行17間

間口 3間 。奥行20間

注 :「福井町家並御改帳」 (正徳 3(1712)年 、名古屋市市政資料館所蔵複製本)に よって作成。

の
九
〇

。
二
％
が
家
持
町
人
に
抱
え
ら
れ
て
お
り
、
男
子

の
奉
公
人
が
五
六

。
九
％
を
し
め
て
い
た
の
で
あ
る
。　
一

戸
当
り
の
人
数
を
と
っ
て
み
て
も
、
家
持
町
人
と
借
屋
層

の
こ
う
し
た
存
在
形
態
の
相
違
を
確
認
し
う
る
。
家
族

・

奉
公
人
を
含
む

一
戸
当
り
の
人
数
も
、
家
持
町
人
と
借
屋

層
と
で
は
差
異
が
あ
り
、
家
持
町
人
の
そ
れ
は
八

。
一
人

で
あ

っ
た
が
、
借
屋
層
は
三

。
八
人
で
あ

っ
た
。
そ
し

て
、
そ
れ
は
、
主
と
し
て
召
抱
奉
公
人
人
数
の
相
違
か
ら

く
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

表
３
１
２
、
表
３
１
３
に
示
し
た
蛯
屋
町
の
住
民
の
職

種
を
み
る
と
、
表
２
の
福
井
町
の
住
民
の
そ
れ
と
は
か
な

り
異
な

っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
蛯
屋
町
が
堀

川
以
西
に
あ

っ
た
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
。
周
知
の
よ
う

に
、
堀
川
は
、
名
古
屋
城
築
城
の
さ
い
に
、
福
島
正
則
の

総
指
揮
に
よ
り
開
削
さ
れ
、
木
材
、
石
材
等
の
資
材
輸
送

路
と
し
て
、
ま
た
城

へ
の
生
活
物
資
の
搬
路
と
し
て
利
用

さ
れ
て
い
た
。
堀
川
沿
い
の
町
人
は
、
堀
川
舟
運
を
利
用

し
て
、
米
穀
、
味
噌
、
塩
、
酒
、
炭
薪
お
よ
び
加
工
製
品

を
中
心
と
す
る
諸
商
品
を
取
扱
い
、
こ
れ
ら
を
城
下
町
に

供
給
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
蛯
屋
町
の
住
民
の
職
種
に
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計 借屋 家持

70

(1000)
41

(586)
29

(414)
戸
数

数

（比
率
）

実

138
(35 2)

68
(17 4)

70

(178) 男

家
　
族

131
(33 4)

75

(191)
56

(14.3)
女

269
(68 6)

143
(36 5)

126
(321) 計

70

(179)
4

(10)
66

(169)
男

奉
公
人

53
(13 5)

8

(21)
45

(114) 女

123
(314)

12

(31)
111

(283) 計

208
(531)

72

(184)
136

(34_7)
男

〈
ロ　
　
ユ副

184
(469)

83
(212)

101

(25 7)
女

392
(100 0)

155
(39 6)

237
(60 4)

計

17 男
家
　
族

一
戸
当
り
人
数

女

計

10 男
奉
公
人

女

18 計

47 男
〈
ロ
　
　
ユ耐

女

計

表
３
１
１
　
蛯
屋
町
の
住
民
構
成
―
―
元
禄
九
２

六
九
六
）年

は
、
こ
う
し
た
こ
と
が
反
映
さ
れ
て
い
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
表
３
１
２
、
表
３
１
３
を
さ
ら
に
比
較
し
て
み
る
と
、
蛯

屋
町
の
家
持
町
人
と
借
屋
層
の
職
種
に
は
明
瞭
な
差
異
が
看
取
さ
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
家
持
町
人
に
は
、
質
屋
、
味
噌
屋
、
油
屋
、
か
わ

屋
、
酒
屋
な
ど
の
商
人
が
多
く
な
っ
て
い
た
の
に
た
い
し
て
、
借
屋

層
で
は
、
日
用
取

。
日
雇
、
ふ
ご
に
な
ひ
、
魚
屋
、
米
屋
、
た
ば
こ

屋
、
菓
子
屋
、
小
間
物
屋
な
ど
に
従
事
す
る
人
々
が
多
か
っ
た
の
で

あ
る
。
表
３
１
２
に
よ
る
と
、
当
該
期
の
蛯
屋
町
の
家
持
最
上
層
は

質
屋
業
を
営
ん
で
い
る
こ
と
が
少
な
く
な
く
、
特
徴
的
で
あ
る
。
同

表
の
喜
兵
衛
は
、
の
ち
に
伊
藤
、
内
田
両
家
と
な
ら
ぶ
御
用
達
商
人

と
な
り
、
「名
古
屋
三
家
衆
」
の

一
角
を
し
め
た
信
濃
屋
関
戸
家
で

あ
り
、
こ
の
時
期
に
は
質
屋
を
営
ん
で
い
た
。
同
家
は
、
享
保
八

（
一
七
二
三
）
年
家
業
の
転
換
を
は
か
り
、
米
穀
、
味
噌
を
商
う
に

い
た
り
、
家
運
隆
昌
に
お
も
む
い
た
と
さ
れ
る
。
同
家
は
、
宝
暦
期

に
興
隆
し
、
天
明
期
に
は
盛
期
を
む
か
え
て
い
た
の
で
あ
り
、
天
明

二

（
一
七
八
一
こ

年
に
は
御
用
金

一
万
両
を
調
達
し
た
功
分
に
よ
り

十
五
人
扶
持
が
与
え
ら
れ
、
宗
門
自
分

一
札
が
免
許
さ
れ
て
い
る
。

十
八
世
紀
に
は
い
る
と
、
こ
の
よ
う
な
全
国
有
数
の
城
下
町
の
名
古

62



表3-2 蛯屋町の家持層の構成 :元禄 9(1696)年

業種 名前 (年齢 )

家族 奉公人 合計

男 女 計 男 女 計 男 女 計

質 屋

味 噌 屋

油 屋

米 屋

か わ 屋

酒  屋

医  師

ひ な 屋

目 薬 屋

たばこ屋

紺  屋

茶  屋

ぬ し 屋

大  工

干 賜 屋

指 物 屋

木 綿 屋

青 染 屋

畳  屋

わ た 屋

与 左 衛 門 (35)

勘 右 衛 門 (24)

茂 左 衛 門 (62)

喜 兵 衛 (42)

清 兵 衛 (62)

勘 左 衛 門 (40)

孫 左 衛 門 (28)

七左衛門母ふく(48)

久 右 衛 門 (52)

六 左 衛 門 (62)

善 左 衛 門 (60)

甚 七 郎 (30)

与 平 治 (38)

勘 六 郎 (30)

勘   平 (34)

桜 井 宗 三

徳 右 衛 門 (54)

伝 十 郎 (45)

市郎左衛門 (63)

太 郎 兵 衛 (66)

彦 六 郎 (31)

八 右 衛 門 (49)

三 右 衛 門 (70)

甚 五 兵 衛 (60)

甚 左 衛 門 (56)

新   平 (45)

安 右 衛 門 (59)

長 左 衛 門 (32)

吉 右 衛 門 (22)

1

4

4

3

5

1

1

22

8

4

2

5

3

2

2

1

6

1

1

3

2

1

1

2

3

1

1

1

1

2

1

1

1

1

27

14

7

5

8

5

4

1

5

1

1

2

1

9

2

1

2

4

4

1

2

3

1

1

23

12

8

5

10

4

3

30

20

15

10

14

9

7

3

10

5

6

6

4

2

12

8

7

7

7

7

7

6

6

6

6

5

5

4

3

計 237

注 :「蛯屋町男女人数御改帳J(元禄 9(1696)年 、名古屋市市政資料館所蔵複製本)に よって作成。
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表3-3 蛯屋町の借屋層の構成 :元禄 9(1696)年

業種 名前 (年齢 )

家族 奉公人 合計

男 女 計 男 女 計 男 女 計

日 用 取

う を 屋

米 屋

た ば こ屋

菓 子 屋

小 間 物 屋

ふごになひ

や

屋

き

屋

間

売

屋

屋

き
薬
る
　
　
　
鳩
錫

と

木

あ

餅

中

す

と

干

子系  ノヽ  良F(46)

彦   助 (39)

与 治 兵 衛 (62)

文 四 郎 (46)

六   平 (53)

由 右 衛 門 (42)

磯 右 衛 門 (40)

関 左 衛 門 (52)

(47)

藤 兵 衛 (49)

八 兵 衛 (36)

長 左 衛 門 (51)

吉 兵 衛 (37)

八 左 衛 門 (30)

庄  八  郎 (55)

半 六 郎 (22)

伊 左 衛 門 (44)

作 兵 衛 (50)

伴 六 郎 (48)

眉テ  ノヽ  良「 (51)

庄 兵 衛 (21)

市 兵 衛 (42)

甚 二 郎 (48)

半 右 衛 門 (37)

佐五右衛門 (41)

与 右 衛 門 (41)

平 兵 衛 (72)

八 左 衛 門 (33)

吉 左 衛 門 (43)

作 右 衛 門 (44)

権 左 衛 門 (44)

太 左 衛 門 (50)

長 左 衛 門 (21)

又   作 (64)

八郎右衛門 (44)

八   助 (66)

六 兵 衛 (59)

佐 五 平

f尋  ノヽ  貞β(38)

長 右 衛 門 (57)

伝 兵 衛 (40)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

計 4 8 155

注 :「蛯屋町男女人数御改帳」 (元禄 9(1696)年 、名古屋市市政資料館所蔵複製本)に よって作成。



屋
に
中
央
都
市
商
人
の
進
出
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
節
を
あ
ら

た
め
て
、
か
か
る
問
題
の
検
討
を
お
こ
な
う
こ
と
に
し
よ
う
。

〓
一　
中
央
都
市
商
人
の
名
古
屋
進
出
と

名
古
屋
商
人

本
節
で
は
、
十
八
世
紀
の
中
央
都
市
商
人
の
名
古
屋
進
出
と
名
古

屋
商
人
の
そ
れ
へ
の
対
応
を
検
討
し
、
徳
川
中
期
の
名
古
屋
の
商
業

の
展
開
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

十
八
世
紀
に
は
い
る
と
、
中
央
都
市
商
人
の
名
古
屋
へ
の
進
出
が

み
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
京
都
の
大
丸
の
事
例
を
中
心
に
検
討
す

る
こ
と
に
す
る
。
十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
の
大
丸
の
発
展
過
程
を

整
理
し
た
も
の
が
表
４
で
あ
る
。
同
表
に
よ
る
と
、
大
丸
の
業
祖
下

村
彦
右
衛
門
正
啓
は
、
享
保
二

（
一
七

一
七
）
年
創
業
し
、
京
都
伏

見
の
京
町
八
丁
目
に
呉
服
店
を
開
設
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
大
坂
、

名
古
屋
、
京
都
、
江
戸

へ
と
進
出
し
た
。
享
保
十

一

（
一
七
二
六
）

年
に
は
大
坂
心
斎
橋
に
共
同
経
営
店
松
屋
を
設
け
、
の
ち
に
下
村
家

の
単
独
経
営
と
し
た
。
ま
た
享
保
十
二

（
一
七
二
八
）
年
に
は
名
古

屋
店
を
、
そ
し
て
翌
年
に
は
京
都
柳
馬
場
姉
小
路
に
仕
入
店
を
設

け
、
そ
の
後
京
都
今
出
川
大
宮
に
上
之
店
を
設
置
し
た
。
元
文
元

（
一
七
三
一Ｃ

年
に
は
総
本
店
を
東
洞
院
舟
屋
町
に
お
き
、
寛
保
元

貧

七
四

一
）
年
に
鳥
丸
下
立
売
の
小
紅
屋

（染
物
店
）
を
買
収
し

た
。
こ
う
し
て
、
下
村
家
は
京
都
に
お
け
る
仕
入

。
仕
上
げ
加
工
の

機
構
を
整
え
た
。
そ
し
て
寛
保
三

（
一
七
里
こ

年
に
江
戸
店
を
設

け
た
。
さ
ら
に
宝
暦
元

（
一
七
五

こ

年
大
坂
堂
島
分
店
、
宝
暦
九

２

七
五
九
）
年
京
都
東
店
及
金
物
店
、
明
和
二

（
一
七
六
五
）
年

京
都
松
原
店
、
文
化
十
二

（
一
八
一
五
）
年
大
坂
両
替
店
、
文
政
九

二

八
一
二
〇

年
京
都
両
替
店
、
嘉
永
六

（
一
八
五
一こ

年
江
戸
糸

扇
店
を
そ
れ
ぞ
れ
設
置
し
て
い
る
。
か
か
る
店
舗
の
開
設
状
況
か
ら

み
る
と
、
創
業
初
期
の
急
速
な
発
展
が
推
測
さ
れ
る
。

業
祖
下
村
彦
右
衛
門
は
寛
保
三

（
一
七
日
こ

年
の
江
戸
店
の
開

店
を
契
機
に
隠
居
す
る
と
と
も
に
、
事
業
運
営
の
組
織
化
を
は
か

（１０
）

っ
た
。
京
都
本
家

（彦
右
衛
門
、
の
ち
正
太
郎
）、
伏
見
家

（源
造
）、

長
者
町
家

（和
泉
）
の
三
家
を
お
き
、
こ
の
三
家
が
そ
れ
ぞ
れ
担
当

す
る
店
の
元
方
に
資
金
を
下
し
、
各
店
の
頭
分
が
月

一
回
元
方
寄
合

を
開
催
し
て
、
全
般
の
運
営
方
針
を
定
め
、
各
店
の
監
査
を
す
る
と

い
う
形
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。
本
家
は
本
店
、
西
陣
上
之
店
、
大
坂

店
、
名
古
屋
店
、
江
戸
店
の
五
店
を
、
伏
見
家
は
松
原
店
、
金
物
店

を
、
長
者
町
家
は
紅
店
を
統
轄
し
た
。
表
５
に
延
享
元

（
一
七
四

四
）
年
の
大
丸
の
京
都
総
本
店
元
方
の
資
産
構
成
を
示
し
て
お
い

た
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
大
丸
の
名
古
屋
店
の
期
末
有
高

（商
品
と
現
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享
保
二〓三

元
文

一

寛
保

一三

宝
暦

一九

明
和
二

文
化
三

文
政
九

嘉
永
六

七
一一一一（）

七
四
一）

七
四
三
）

七五
一）

七
五
九
）

七
六
五
）

〈
一三
）

〈
二六
）

〈
五
三
）

伏
見
京
町
八
丁
目
に
呉
服
店
開
設

柳
馬
場
姉
小
路
に
仕
入
店
設
置

今
出
川
大
宮
に
西
陣
物
仕
入
れ
の
た
め
に
上

之
店
設
置

東
洞
院
舟
屋
町
に
総
本
店
設
置

鳥
丸
下
立
売
小
紅
屋

（染
物
店
）
を
買
収

京
都
東
店
及
金
物
店
の
設
置

京
都
松
原
店
の
設
置

京
都
両
替
店
の
設
置 一示

　
都

心
斎
橋
に
共
同
経
営
店
松
屋
開
設

松
屋
共
同
経
営
解
消
と
単
独
経
営
の
実
現

堂
島
分
店
の
設
置

大
坂
両
替
店
の
設
置

大

坂

本
町
四
丁
目
に
名
古
屋
店
開

設

名
古
屋

江
戸
店
の
設
置

江
戸
糸
扇
店
の
設
置

江

戸

表
４
　
大
丸

。
下
村
家
の
発
展
過
程

注

一
『大
丸
二
百
五
拾
年
史
』
（株
式
会
社
大
丸
、　
一
九
六
七
年
）、
安
岡
重
明

『近
世
商
家
の
経
営
理
念

・
制
度

上
雇
用
』
（晃
洋
書
房
、　
一
九
九
八
年
）
二
二
―
二
五
ペ
ー
ジ
に
よ
っ
て
作
成
。

銀
）
は
四
三
六
貫

一
五
六
匁
五
分
で
あ
り
、
そ
の
銀
額
は
大
坂
店
の

そ
れ
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

大
丸
は
、
享
保
十

一

（
一
七
一
一工Ｃ

年
大
坂
心
斎
橋
に
共
同
経
営

の
呉
服
店
松
屋
を
設
け
た
際
、
「現
金
正
札
商
売
」
を
始
め
た
。
こ

れ
は
、
三
井
家
が
す
で
に
江
戸
で
実
施
し
て
い
た
商
法
の

一
つ
で

あ

っ
た
が
、
大
坂
で
の
松
屋
の
こ
の
商
法
も
人
気
を
よ
び
繁
盛
し
た

と
い
う
。
「現
金
正
札
」
販
売
は
知
ら
れ
た
商
法
で
は
あ

っ
た
が
、

多
く
の
商
人
に
と
っ
て
実
行
し
に
く
い
商
法
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
。
大
丸
名
古
屋
店
も
、
開
業
翌
年
の
享
保
十
四

（
一
七
二
九
）

年
春
に
卸
商
を
や
め
小
売
店
に
転
換
し
、
大
坂
店
と
同
様
に

「正
味
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表 5 大丸京都総本店元方の資産構成 :延享元 (1744)年

銀 額 比 率

店

店

店

店

店

銀

屋
　
　
　
し

坂
　
　
一月

之

か

古
　
　
　
形

京

大

名

江

上

手

5284(貫 )

449_7

436_2

208_3

122.9

27 7

29.8(%)

25.4

24 6

11 7

69
1.6

計 1773 2 100 0

注 :『大丸二百五拾年史』 (株式会社大丸、1967年 )100101ペ ージ、
安岡重明 F近世商家の経営理念・制度・雇用」 (晃 洋書房、1998

年)2224ペ ージによって作成。

札
に
つ
き
現
金
か
け
値
な
し
」
の
看
板
を
か
か
げ
た
。
そ
し
て
、
表

５
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
多
額
の
資
金
を
名
古
屋
店
に
投
下
し

て
、
店
舗
を
拡
張
し
、
そ
の
後
、
間
口
三
十
間
、
奥
行
十
五
間
の
大

店
と
な

っ
た
の
で
あ
り
、
向
い
側
に
も
控
え
家
を
お
い
て
い
た
。
こ

の
よ
う
な
大
丸
の
発
展
は
、
名
古
屋
の
商
人
に
も
大
き
な
影
響
を
あ

た
え
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

名
古
屋
茶
屋
町
の
呉
服
商
人
は
、
「近
年
呉
服
商
売
薄
く
御
座
候

に
付
、
難
儀
仕
罷
在
候
」
、
「大
丸
屋
治
助
儀
、
呉
服
商
売
相
替
候

様
、
被
為
仰
付
被
下
置
候
は
ば
、
難
有
仕
合
に
可
奉
存
候
」
と
願
い

出
た
。
享
保
十
六

（
一
七
三
こ

年
の
茶
屋
町
の
呉
服
商
人
の
願
書

は
、
長
文
と
は
い
え
興
味
深
い
内
容
を
含
む
の
で
、
つ
ぎ
に
そ
れ
を

掲
げ
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

乍
恐
奉
願
上
御
事

一
、
先
達
て
奉
願
上
候
通
、
近
年
呉
服
商
売
薄
く
御
座
候
に
付
、

難
儀
仕
罷
在
候
処
に
、
本
町
四
丁
目
大
丸
屋
治
助
と
申
者
出
店

仕
、
現
銀
売
書
付
を
廻
し
売
弘
め
申
、
所
々
在
々
、
珍
敷
存
知

相
求
申
候
に
付
、
数
年
御
国
に
居
住
仕
候
呉
服
屋
共
、
其
筋
の

諸
商
人
下
職
人
に
至
る
ま
で
、
大
勢
の
者
共
、
痛
に
罷
成
難
儀

仕
候
。
大
丸
屋
治
助
儀
、
京
都
に
て
軽
き
商
人
に
御
座
候

へ

ば
、
御
当
地
呉
服
屋
共
障
に
も
成
間
敷
と
可
被
為
思
召
候

へ

共
、
所
々
在
々
町
中
共
に
、
京
三
井
名
前
を
替
、
出
店
致
候

様
、
人
に
申
な
ら
し
売
弘
め
、
善
悪
に
無
差
別
求
め
に
参
り
候

故
、
御
当
地
の
者
共
は
弥
不
商
に
罷
成
、
至
極
難
儀
仕
候
。
尤

も
先
年
よ
り
京
引
越
の
呉
服
屋
共
、
御
当
地
に
住
居
仕
候

へ

共
、
障
り
に
罷
成
候
儀
無
御
座
候
。
右
治
助
は
元
大
文
字
屋
彦

右
衛
門
と
申
者
の
手
代
に
て
、
京
都
よ
り
御
当
地

へ
古
手
商
売

6ア



に
折
々
通
じ
、
旅
宿
の
縁
を
以
て
御
国
元
に
居
住
仕
、
親
方
引

請
に
て
呉
服
物
新
店
出
し
、
現
銀
商
ひ
仕
候
に
付
、
御
当
地
数

年
居
住
の
呉
服
屋
は
、
御
屋
敷
様
方
専
に
御
出
入
申
、
現
銀
と

申
候
て
も
、
数
年
御
馴
染
を
以
て
現
銀
に
も
被
下
、
又
二
季
に

も
被
下
候
。
御
急
の
御
用
等
も
相
達
来
り
候
御
事
に
御
座
候
。

此
研
、
御
屋
敷
様
方
迄
も
新
店
珍
敷
被
思
召
、
大
丸
屋
に
て
御

調
被
遊
候
様
に
罷
成
候

へ
ば
、
御
出
入
も
日
々
薄
く
罷
成
、
芳

以
難
儀
至
極
に
奉
存
候
。
大
丸
屋
は
昨
今
の
居
住
に
御
座
候

故
、
出
店
同
様
に
て
、
大
勢
の
者
儀
、
数
年
御
国
の
御
願
に
て

呉
服
商
売
渡
世
仕
来
り
候

へ
ば
、
何
卒
相
続
渡
世
仕
度
、
乍
恐

奉
願
上
候
。
斯
様
に
大
丸
屋

一
人
に
て
売
取
申
候
て
は
、
御
当

地
居
住
の
者
共
、
日
々
困
窮
に
及
申
候
儀
に
御
座
候
。
数
年
覚

来
り
候
商
売
も
、
得
不
仕
候
様
に
罷
成
候

へ
ば
、
外
に
渡
世
仕

候
方
便
も
無
御
座
、
大
勢
の
者
の
年
寄
、
父
母
、
並
に
妻
子
、

懸
り
人
迄
渇
命
に
及
申
候
様
に
罷
成
可
申
候
。
難
儀
至
極
に
奉

存
候
。
哀
以
憐
慇
、
大
丸
屋
治
助
儀
、
呉
服
商
売
相
替
候
様
、

被
為
仰
付
被
下
置
候
は
ば
、
難
有
仕
合
に
可
奉
存
候
。
只
今
迄

も
諸
事
至
極
吟
味
仕
差
上
候

へ
共
、
弥
以
、
御
国
呉
服
屋
共
申

合
せ
、
諸
品
に
此
以
上
猶
々
吟
味
仕
差
上
可
申
候
。

右
奉
願
上
候
通
、
以
御
慈
悲
被
為
仰
付
被
下
置
候
は
ば
難
有
、

大
勢
の
者
共
渡
世
仕
度
奉
願
上
候
。
以
上

亥
　
エハ
　
月
　
　
　
茶
屋
町
　
　
甚
兵
衛
後
家

同
　
町
　
　
源
　
丘
（　
衛

同
　
町
　
　
伊
　
丘
（　
衛

こ
の
願
書
に
よ
る
と
、
大
丸
は
、
「呉
服
物
新
店
を
出
し
、
現
銀

商
ひ
」
を
し
て
お
り
、
「藩
内
の
諸
家
も
こ
の
新
店
を
珍
し
が

っ
て

大
丸

へ
注
文
す
る
」、
デ
」
の
よ
う
に
大
丸
に
独
占
さ
れ
る
と
、
わ
れ

わ
れ
は
父
母
妻
子
ま
で
渇
命
に
及
ぶ
」
と
申
し
立
て
、
大
丸
に
商
売

が
え
を
さ
せ
る
よ
う
に
と
陳
情
し
て
い
る
。

し
か
し
、
茶
屋
町
の
呉
服
商
人
の
こ
う
し
た
陳
情
書
は
そ
の
後
見

出
せ
な
い
。
茶
屋
町
の
伊
藤
次
郎
左
衛
門
家
で
は
、
こ
の
時
期
に
業

態
の
転
換
が
な
さ
れ
て
い
た
。
享
保
二

（
一
七

一
七
）
年
に
家
督
を

継
い
だ
五
代
祐
寿
は
、
元
文
元

（
一
七
一量
Ｃ

年
に
店
舗
の
拡
張

。

改
造
を
お
こ
な
い
、
従
来
の
呉
服
小
間
物
間
屋
業
を
廃
し
呉
服
太
物

小
売
業
に
転
換
し
た
。
そ
し
て
、
「現
金
売
掛
け
値
な
し
」
と
い
う

営
業
方
針
を
採
用
し
、
大
丸

の
商
法
に
追
随
し
て
い
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
業
態
転
換
に
と
も
な
う
奉
公
人
の
増
加
は
掟
書
の

制
定
を
も
た
ら
し
、
商
業
帳
簿
の
使
用
も

一
般
化
し
た
と
い
う
。
当

時
同
家
で
使
用
さ
れ
た
帳
簿
は
大
福
帳
、
買
帳
、
売
帳
、
金
銀
出
入

帳
、
判
取
帳
、
注
文
帳
、
荷
物
渡
帳
の
七
種
で
あ

っ
た
。
茶
屋
町
の



呉
服
商
人
の
こ
う
し
た
業
態
転
換
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、

元
文
年
間
に
入
る
と
茶
屋
町
の
呉
服
商
人
の
陳
情
は
姿
を
消
し
、
当

該
期
に
は
玉
屋
町
の
呉
服
商
人
の
陳
情
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

元
文
四

（
一
七
二
九
）
年
の
玉
屋
町
の
呉
服
商
人
の
願
書
も
長
文
で

は
あ
る
が
、
重
要
で
あ
る
か
ら
、

つ
ぎ
に
そ
れ
を
掲
げ
て
お
く
こ
と

に
す
る
。

乍
恐
口
上
書
を
以
奉
願
上
候
御
事

玉
屋
町
　
家
持
　
七
郎
右
衛
門

同
　
　
半
　
　
　
六

同
　
　
停
　
丘
（　
衛

借
家
　
茂
　
　
　
八

一
新
店
呉
服
商
賣
仕
候
大
丸
屋
儀
、
最
初
者
本
町
四
丁
日
経
師
屋

弥
兵
衛
と
申
者
之
方
相
越
延
寿
丹
と
申
賣
薬
出
シ
申
候
、
夫
る

木
綿
嶋
少
々
ツ
ヽ
持
参
仕
、
御
当
地
二
留
り
居
申
候
而
、
呉
服

店
之
企
仕
、
享
保
十
九
寅
年
家
屋
敷
相
求
、
普
請
仕
、
江
戸
表

三
ッ
丼
之
振
合
二
仕
懸
ケ
申
候
而
、
御
当
地
者
勿
論
、
近
國
ま

で
方
便
を
以
附
札
を
廻
し
、
追
々
京
都

へ
引
合
仕
、
名
代
を
以

専

二
弘
メ
申
候
御
事

一
松
前
屋
博
兵
衛
と
申
者
、
江
州
わ
罷
越
、
最
初
者
畳
表
商
賣

一

通
り
仕
居
申
候
処
、
右
大
丸
屋
評
判
強
ク
、
大
分
賣
弘
申
候

ニ

付
、
其
後
大
丸
屋
同
前

二
新
店
取
始
メ
、
呉
服
商
賣
手
廣
ク
仕

候
御
事

一
近
國
わ
呉
服
物
類
調
二
参
候
人
々
も
、
右
新
出
店
共
無
御
座
以

前
者
、
御
当
地
之
呉
服
屋
共
二
而
相
調
候
処
、
御
國
之
潤
に
罷

成
候
処
、
只
今

二
而
者
右
新
出
店
を
珍
敷
存
、
自
然
と
人
々
心

片
付
、
新
店
計

へ
相
越
調
候
故
、
御
國
古
来
わ
住
居
仕
候
呉
服

類
商
賣
仕
候
者
共
、
困
窮
之
基
二
罷
成
、
迷
惑
至
極
奉
存
候
、

私
共
儀
者
、
先
年
わ
御
家
中
様
方

へ
御
馴
満
重
り
、
御
用
相
達

来
り
、
代
金
現
金

二
堅
ク
御
究
メ
申
上
候
而
も
、
代
金
御
差
支

之
節
者
、
任
御
断

一
ヶ
月
又
者
二
三
ヶ
月
も
相
延
御
請
取
申
、

其
内

二
茂
急
成
御
用
之
品
出
来
仕
候
得
者
、
早
速
御
間
を
合
、

段
々
操
替

へ
商

二
仕
、
是
迄
渡
世
仕
来
り
申
候
、
然
ル
所
今
更

附
札
現
金
賣
と
申
上
候
時
者
、
数
年
之
御
馴
満
様
茂
新
規
之
様

二
相
成
、
御
心
茂
離
、
還
而
不
商
之
程
無
覚
東
、
附
札
賣

二
て

得
引
替

へ
不
申
候
、　
一
旦
附
札

二
仕
、
現
金
賣
と
申
上
、
若
不

商
二
而

一
向
商
賣
薄
ク
罷
成
候
節

二
至
、
又
々
先
年
通

二
商
賣

可
仕
と
申
上
候
連
茂
如
前
者
御
用
等
茂
被
仰
付
間
敷
と
相
考
申

候
、
左
候
得
者
、
振
合
替
候
儀
、
家
業
根
元
之
儀

二
御
座
候

間
、
容
易

二
難
仕
、
何
れ
へ
と
も
思
案

二
あ
ぐ
み
居
申
候
内
、

年
々
商
者
新
出
店

へ
納
り
申
候
、
金
銀
員
数
之
程
、
自
然
と
惣



方

二
而
相
減
シ
、
人
々
勝
手
者
不
模
通

二
罷
成
、
大
勢
之
者
共

甚
難
儀
至
極
奉
存
候
付
、
新
店
者
御
國
之
者
共
痛
之
段
、
拾
ヶ

年
以
来
御
難
申
上
候
得
共
、
御
取
上
ケ
も
遅
々
仕
、
迷
惑
至
極

仕
候
、
元
手
金
少
々
二
而
御
影
を
以
商
物
振
廻
し
仕
候
様
成
者

共
ハ
、
追
々
店
を
仕
廻
、
其
日
送
り
之
渡
世
仕
候
、
只
今
相
残

罷
在
候
呉
服
屋
、
関
東
間
屋
、
太
物
屋
、
古
手
店
井
呉
服
屋
属

職
人
二
至
迄
、
町
人
者
互
二
相
持

二
渡
世
仕
候
処
、
ヶ
様

二
新

出
店
共

へ
商
事
片
付
申
候
而
者
、
大
分
之
金
銀
京
都

へ
納
り
申

候
付
、
町
中
呉
服
屋

ハ
勿
論

一
統

二
年
々
と
衰
微
仕
候
而
、
呉

服
屋
属
職
人
等
別
而
渡
世
難
仕
、
及
渇
命
申
候
、
家
業
之
品

ニ

依
而
持
家

二
茂
離
レ
、
間
口
廣
借
家
も
、
狭
キ
所

へ
替
申
候
者

共
茂
御
座
候
得
共
、
大
分
及
禿
申
候
、
私
共
も
年
を
積

二
随

ひ
、
難
儀

二
せ
満
里
申
候
間
、
御
願
申
上
候

一
大
丸
屋
本
店
者
京
都

二
御
座
候
、
松
前
屋
本
店
ハ
江
州

二
御
座

候
、
右
両
人
共
御
当
地
者
出
店
之
儀

二
御
座
候
故
、
只
今
御
引

セ
被
下
候
而
も
、
曽
而
痛
之
筋
者
無
御
座
候
、
古
来
わ
御
当
地

二
住
居
仕
罷
在
候
呉
服
屋
、
関
東
問
屋
、
太
物
屋
、
古
手
屋
共

之
儀
者
、
他
所

へ
出
店
等
者
無
御
座
、
商
賣
薄
ク
罷
成
、
禿
候

上
者
及
渇
命

二
申
候
、
兎
角
新
出
店
共

へ
商
片
付
申
候
故
、
御

國
之
者
共
、
大
勢
之
痛

二
罷
成
候
儀
者
、
前
々
茂
願
之
筋
相

立
、
左
之
通
二
御
座
候
、
乍
恐
厚
ク
御
勘
弁
被
成
下
、
御
國
之

者
共
相
立
申
候
様

二
、
御
慈
悲
之
御
了
簡
奉
願
上
候

一
三
拾
三
年
以
前
亥
年
、
京
都
三
ッ
丼
呉
服
物
出
店
之
企
仕
候

処
、
御
國
之
呉
服
屋
類
之
者
共
痛
之
段
、
御
願
申
上
候
得
者
、

御
止
さ
せ
被
下
、
其
後
弐
拾
ヶ
年
以
前
子
ノ
年
、
茶
屋
町
井
門

前
町

へ
茂
呉
服
物
出
店
仕
候
処
、
此
節
も
痛
之
訳
ケ
御
願
申
上

候
得
者
、
御
聞
届
ケ
被
為
遊
、
御
引
セ
被
下
難
有
仕
合
二
奉
存

候
、
然
ル
所
近
年
右
新
店
出
来
仕
、
御
國
之
者
共
大
勢
之
痛

ニ

罷
成
候
儀
者
、
前
件
申
上
候
通
二
御
座
候
、
御
憐
慇
之
上
、
古

例
之
通

二
新
出
店
共
御
引
セ
被
為
遊
被
下
置
候

ハ
ヽ
、
大
勢
之

者
共
相
績
可
仕
と
、
乍
恐
御
慈
悲
を
御
歎
奉
申
上
候
、
願
之
通

被
為
聞
召
分
被
下
置
候

ハ
ヽ
、
重
々
難
有
仕
合

二
可
奉
存
候
、

以
上

（元
文
四
年
）

未
十
月

こ
の
史
料
に
よ
る
と
、
大
丸
屋
は
当
初
名
古
屋
で
延
寿
丹
と
い
う

薬
を
売
り
、
そ
れ
か
ら
木
綿
嶋
を
少
し
ず
つ
売
る
よ
う
に
な
り
家
屋

敷
を
求
め
、
江
戸
表
の
三
井
の
振
合
と
し
、
名
古
屋
か
ら
近
国
ま
で

付
札
を
廻
し
て
呉
服
商
売
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
ま
た
江

州
か
ら
名
古
屋
に
来
た
松
前
屋
は
、
当
初
畳
表
の
販
売
を
し
て
い
た

が
、
大
丸
屋
の
評
判
が
よ
く
、
か
な
り
の
売
り
上
げ
が
あ
る
の
で
、



そ
れ
に
な
ら

っ
て
、
大
丸
屋
と
同
様
に
呉
服
の
新
店
を
は
じ
め
た
。

彼
等
の
商
法
は
従
来
の
名
古
屋
城
下
町
の
呉
服
商
人
と
は
異
な
り
、

「
一
切
掛
売
不
仕
候

二
付
付
札
付

二
手
広
ク
売
弘
申
候
」
と
正
札
の

現
金
売
り
と
い
う
方
法
を
と
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
、
水
口
屋
な

ど
が
町
か
ら
在
々
ま
で
も
っ
て
い
た
と
こ
ろ
の
販
路
は
大
丸
屋
と
松

前
屋
に
よ
っ
て
と
ら
れ
て
し
ま

っ
た
と
い
う
。
大
丸
屋
と
松
前
屋
が

名
古
屋
で
行
な

っ
た
呉
服
商
業
は
、
水
口
屋
な
ど
従
来
か
ら
の
名
古

屋
城
下
町
の
呉
服
商
人
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
の
で
あ
り
、

名
古
屋
城
下
の
玉
屋
町
の
呉
服
商
人
達
は
こ
れ
ら
の
両
店
の
閉
鎖
を

藩
に
願
い
で
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
水
口
屋
で
も
、
幕
末
期

の
も
の
と
思
わ
れ
る

一
史
料
に
よ
る
と
、
「現
金
売
第

一
之
事

二
候
」

と
古
い
商
法
を
捨
て
て
新
し
い
現
金
売
り
に
転
換
し
て
い
た
。
元
文

年
間
に
現
金
売
り
に
反
対
し
て
い
た
玉
屋
町
の
呉
服
商
人
も
、
そ
の

後
業
態
転
換
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
他
方
、
大
丸

は
、
そ
の
後
名
古
屋
に
定
着
し
て
、
明
治
四
十
三

（
一
九

一
〇
）
年

ま
で
営
業
を
続
け
た
こ
と
を
付
記
す
る
。
こ
の
よ
う
な
検
討
を
ふ
ま

え
る
と
、
七
代
藩
主
徳
川
宗
春
が
政
権
を
担
当
し
た
享
保
～
元
文
年

間
は
名
古
屋
の
近
世
経
済
史
の
転
換
期
を
画
す
る
時
代
で
あ

っ
た
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

〔付
記
〕

本
稿
は
、
平
成
十
二

（二
〇
〇
〇
）
年
二
月
に
開
催
さ
れ
た

「第

一
四
回
新
修
名
古
屋
市
史
を
語
る
集

い
」
の
筆
者
の
講
演
を
基

礎
に
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
機
会
を
あ
た
え
て
く
だ
さ
っ
た
林
董

一

先
生
を
は
じ
め
、
新
修
名
古
屋
市
史
編
集
委
員
会
に
つ
ど
う
諸
先
生

が
た
に
厚
く
御
礼
を
申
し
あ
げ
る
。

（１
）

『名
古
屋
市
史
　
政
治
編
第

ｙ

（名
古
屋
市
役
所
、
大
正
四

（
一
九

一
五
）
年
）
八
八
～
九
〇
ペ
ー
ジ
、
新
修
名
古
屋
市
史
編
集

委
員
会

『新
修
名
古
屋
市
史
　
第
三
巻
』
（名
古
屋
市
、
平
成
十

一

（
一
九
九
九
）
年
）
九
五
～

一
四
九
ペ
ー
ジ
を
参
照
。

（２
）

林
董

一

『名
古
屋
商
人
史
』
（中
部
経
済
新
聞
社
、
昭
和
四
十

一

（
一
九
六
六
）
年
）
、
林
董

一

『近
世
名
古

屋
商
人

の
研
究
』

（名
古
屋
大
学
出
版
会
、

平

成

六

（
一
九

九

四
）
年
）
三
～
三

六

ペ
ー
ジ
を
参
照
。

（３
）

『名
古
屋
叢
書
　
第
十
二
巻
　
産
業
経
済
編
Ｔ
一ご

（名
古
屋
市

教
育
委
員
会
、
昭
和
三
十
八

（
一
九
六
三
）
年
、
愛
知
県
郷
土
資
料

刊
行
会
、
昭
和
五
十
八

（
一
九
八
三
）
年
復
刻
）

一
～
四
ペ
ー
ジ
を

参
照
。

（４
）

豊
田
武

『日
本

の
封
建
都
市
』
（岩
波
書
店
、
昭
和

四
十

七

（
一
九
七
二
）
年
）

一
四
八
～

一
五
〇
ペ
ー
ジ
を
参
照
。

（５
）

『名
古
屋
市
史
　
地
理
編
』
（名
古
屋
市
役
所
、
大
正
五

（
一
九

一
六
）
年
）
九
八
～
九
九
ペ
ー
ジ
を
参
照
。

（６
）

前
掲

『名
古
屋
市
史
　
地
理
編
』
二
九
〇
ペ
ー
ジ
を
参
照
。

（７
）

『
四
間
道
―
―
名
古
屋
市
四
間
道
町
並
み
保
存
地
区
保
存
計
画

策
定
調
査
』
（名
古
屋
市
教
育
委
員
会
、
昭
和
六
十

（
一
九
八
五
）
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年
）
三
ペ
ー
ジ
、
前
掲

『新
修
名
古
屋
市
史
　
第
二
巻
』

一
四
七

～

一
四
九
ペ
ー
ジ
を
参
照
。

（８
）

前
掲

「新
修
名
古
屋
市
史
　
第
三
巻
』
二
九
五
～
二
九
七
ペ
ー

ジ
を
も
参
照
。

（９
）

前
掲

『名
古
屋
叢
書
　
第
十

二
巻
　
産
業
経
済
編
Ｔ
一ご

四

～
五
ペ
ー
ジ
を
参
照
。

（１０
）

大
丸
三
百
五
十
年
史
編
集
委
員
会

『大
丸
三
百
五
拾
年
史
』

（株
式
会
社
大
丸
、
昭
和
四
十
二

（
一
九
六
七
）
年
）
九
九
～

一
〇

四
ペ
ー
ジ
を
参
照
。

（Ｈ
）

安
岡
重
明

「
江
戸
店
持
ち
京
商
人
の
革
新
―
―
三
井

。
大
丸

・

高
島
屋
―
―
」
（安
岡
重
明
編

『京
都
企
業
家
の
伝
統
と
革
新
』
、
同

文
舘
出
版
、
平
成
十

（
一
九
九
八
）
年
、
所
収
）
四
六
～
四
九
ペ
ー

ジ
を
参
照
。

（‐２
）

前
掲

『大
丸
三
百
五
拾
年
史
』
三
三
～
三
四
ペ
ー
ジ
を
参
照
。

（‐３
）

前
掲

『大
丸
三
百
五
拾
年
史
』
三
六
～
三
七
ペ
ー
ジ
。

（・４
）

『伊
藤
祐
民
博
』
三
七
～
三
八
ペ
ー
ジ
を
参
照
。

（‐５
）

『名
古
屋
市
史
　
政
治
編
第
二
』

（名
古
屋
市
役
所
、
昭
和

四

（
一
九
二
九
）
年
）
九
〇

一
～
九
〇
四
ペ
ー
ジ
。
原
史
料
は
、
名
古

屋
市
鶴
舞
中
央
図
書
館
所
蔵
の
水
口
屋
文
書
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は

原
史
料
に
も
と
づ
い
て
い
る
。

（・６
）

安
藤
精

一

『近
世
都
市
史
の
研
究
』
（清
文
堂
出
版
、
昭
和
六

十

（
一
九
八
五
）
年
）
を
参
照
。

（‐７
）

前
掲

『大
丸
三
百
五
拾
年
史
』
二
〇
〇
～
二
〇
三
ペ
ー
ジ
、
二

五
三
～
二
六
〇
ペ
ー
ジ
を
参
照
。

（あ
ま
の
　
ま
さ
と
し
。
神
戸
大
学
大
学
院
経
済
学
研
究
科
教
授
）
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